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1 H30.11.28 H30.12.12

（１）環境影響評価書案　―（仮称）晴海五丁目西地区開発計画―　全
体工事工程
（２）（仮称）晴海五丁目西地区開発計画
（３）選手村大会終了後における住宅棟のモデルプラン
（４）住宅棟モデルプラン（図面）
（５）住宅棟モデルプラン　街区別諸元
（６）モデルプラン作成時における住宅棟別の面積諸元
（７）公共施設の計画平面図
（８）モデルプラン作成時における５－３街区の住戸面積
（９）モデルプラン作成時における基準階平面図
（10）環境影響評価書　―（仮称）晴海五丁目西地区開発計画―　全体
工事工程
（11）計画概要・面積表及び図面
（12）各街区の諸元
（13）配置計画図（配置図兼１階平面図）
（14）街区確定測量図

※ 1
都市整備局市
街地整備部再
開発課

2 H30.12.3 H30.12.17
晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　事業計画書（平成30年10月
認可）

※ 1
都市整備局市
街地整備部再
開発課

3 H30.12.27 H31.1.4
都営住宅30H-114東(板橋区舟渡二丁目)工事
工事設計内訳書（総総括表、建築工事内訳書）

※ 1
都市整備局東
部住宅建設事
務所建設課

4 H30.12.21 H31.1.7

次の公文書。ただし、履歴事項全部証明書を除く。
１　東京都知事（○）第○○号　株式会社○○に係る次の（１）から
（３）までの公文書
（１）平成28年９月７日受付第657号の宅地建物取引業者免許申請書
（２）平成29年５月１日受付第40342号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（３）平成29年11月22日受付の廃業等届出書
２　東京都知事（○）第○○号　○○株式会社（旧商号：○○株式会
社）に係る次の（１）から（９）までの公文書
（１）平成25年５月27日受付第843号の宅地建物取引業者免許申請書
（２）平成25年８月12日受付第41064号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（３）平成25年９月９日受付第41202号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（４）平成25年12月10日受付第22566号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（５）平成26年３月20日受付第50695号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（６）平成26年４月３日受付第20024号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（７）平成27年10月２日受付第31555号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（８）平成28年12月19日受付第52413号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（９）平成29年11月27日受付の廃業等届出書

122 1 1 1 1

（７条２号）氏名、生年月日、住所等は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条３号）株主、決算報告等に関する情報は、事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報で
あって、公にすることにより、法人の事業運営上の地位が損なわれるため。
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課

5 H30.12.27 H31.1.9
（１）公文書の開示に係る要求書について（30都市総総第581号）
（２）供覧文書（要求書及び別添資料）

17 1 1
（７条２号）肩書、氏名、高等学校の名称、住所及び電話番号は、個人に関する情報で特定の個人を識別するこ
とができるものであるため。

都市整備局総
務部総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 H30.12.28 H31.1.9

　旧築地市場解体工事における，近隣住民に対する迷惑（騒音もしくは
粉塵の発生・拡散），および，経済的損失に関する，予測もしくは想定
ならびに観測（たとえば粉塵のモニタリング），対策，補償にかかる一
切の書面および図面ならびに電磁的記録。たとえば、部局内および部局
外との打ち合わせ記録，議事録，予想資料，統計データ，起案原義，都
知事および副知事への報告書，決裁書，等。

1 　対象公文書について、都市整備局では作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局総
務部総務課

7 H31.1.2 H31.1.9

　築地市場の解体工事が，原因となって，または，結果的に，同地域の
地価を騰貴せしめるおそれにかかる，認識ならびに検討の有無，および
その内容のわかる，一切の書面および図面ならびに電磁的記録。たとえ
ば，議事録，打ち合わせメモ，面談記録，面会記録，不動産鑑定士等へ
の依頼にかかる書面，地価の見通しに関する外部の意見および要望を記
した書面，等。

1 　対象公文書について、都市整備局では作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局総
務部総務課

8 H31.1.2 H31.1.9

　オリンピック・パラリンピックの駐車場計画において，築地市場跡地
を駐車場として利用するに際し，旧築地市場の市場施設を解体する必然
性のわかる書面および図面ならびに電磁的記録。たとえば，解体を行わ
ない場合の駐車可能台数を見積もった書面もしくは図面，等。

1 　対象公文書について、都市整備局では作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局総
務部総務課

9 H30.12.26 H31.1.9
稲城市大字東長沼○○における建築基準法旧第４３条第１項ただし書に
関する道に関する協定書、道に関する協定承諾書、協定図、現況写真
（東京都情報公開条例第７条各号に規定する非開示情報を除く。）

4 1
多摩建築指導
事務所建築指
導第一課

10 H30.12.27 H31.1.10

臨海部幹線道路建設事業および臨海部開発土地区画整理事業における、
環状２号線、補助314号線および315号線の、計画および事業予定期間の
変更について、2016年東京オリンピック·パラリンピック招致計画ならび
に2020年東京オリンピック·パラリンピック招致計画および実施計画との
関連、とくに、築地市場近辺の道路計画変更との関連、がわかる一切の
書面および図面ならびに電磁的記録であって、都市整備局が有するも
の。たとえば、環境影響評価条例に基づく変更届の検討にかかる議事録
および打ち合わせ記録(都市整備局内と、中央卸売市場やオリンピック·
パラリンピック準備局等他の部局、国、民間企業等外部とを問わない)、
面会記録、面談記録、起案原義、起工書、予算の見積もりに関する文
書、決裁書等の意思決定プロセスを記した文書、契約書、特記仕様書、
等。

1

　都市整備局では、2016年東京オリンピック・パラリンピック招致計画並びに2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック招致計画及び実施計画に関連して、臨海部開発土地区画整理事業（東京都市計画事業晴海四・五丁目土
地区画整理事業、東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業及び東京都市計画事業有明北土地区画整理事業）の事
業計画において、環状第２号線、補助第314号線及び315号線の計画変更及び事業期間変更並びに環境影響評価条
例に基づく変更届の提出を行っていない。そのため、当該公文書は存在しない。

都市整備局市
街地整備部区
画整理課

11 H31.1.9 H31.1.10
東京都知事許可第○○号有限会社○○の以下の書類
・建設業許可申請書一式（平成３０年５月２９日許可）

16 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

12 H31.1.4 H31.1.11

東京都市計画都市高速鉄道（西武鉄道新宿線）（平成５年東京都告示第
455号）に係る都市計画の図書
・計画書
・総括図
・計画図（その一）から（その三）まで

※ 1
都市整備局都
市基盤部交通
企画課
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13 H31.1.8 H31.1.15

多摩建築指導事務所建築指導第一課が所管する区域の建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出等に係る
台帳（平成３０年１２月１８日から平成３１年１月７日までの受付分）
（東京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）

2 1
多摩建築指導
事務所建築指
導第一課

14 H31.1.4 H31.1.16
　平成30年10月14日、不動産業課へ提出した株式会社○○・株式会社○
○・○○株式会社に関する告発状についての事情聴取内容の全ての確認

1 1 1

（７条３号）公文書の存否を明らかにすることは、業者の事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認め
られるため。
（７条６号）公文書の存否を明らかにすることは、事務担当課における調査、指導、監督等の業務の適正な遂行
に支障を来すおそれがあるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課

15 H31.1.7 H31.1.16 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　平成３１年１月７日現在） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

16 H31.1.9 H31.1.17

羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会幹事会（第14回から
第16回まで）に係る次の書類
（１）開催通知書
（２）配布資料
（３）議事概要

※ 1 1
（７条６号）職員のメールアドレスを公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外のメールが
大量又は無差別に送信されるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

都市整備局都
市基盤部交通
企画課

17 H31.1.9 H31.1.17
「羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会」要綱の改正につ
いて（平成30年5月10日付30都市基交第194号）

※ 1
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

18 H31.12.10 H31.1.17

平成○○年○○月○○日付○○都市建指建第○○号「駐車場条例第１７
条の５第３項の規定に基づく認定について」
平成○○年○○月○○日付○○都市建指建第○○号「駐車場条例第１７
条第１項、第１７条の５第３項の規定に基づく認定について」

※ 1 1 1 1

（７条２号）個人の氏名、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため
（７条１号）配置図、建物平面図、断面図、立面図、（南街区）機械駐車設備仕様書、（南街区）機械駐車設備
平面配置図、（南街区）機械駐車設備断面図、（北街区）機械式駐車設備仕様書及び工事区分明細表並びに（北
街区）機械式駐車設備一般図は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作者等の許諾を得られ
ておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害するおそれがあるため
（７条４号）ホテル内部の間取り、事務室、機械室等の配置が分かる部分は、公にすることにより、内部の管理
の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

19 H31.1.4 H31.1.17
平成○○年○○月○○日、建設業課窓口へ提出した株式会社○○に関す
る告発状についての、事情聴取内容の全ての確認

1
　開示請求に係る公文書の件名又は内容に特定の会社名が記されていることから、当該開示請求に係る公文書が
存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

20 H31.1.10 H31.1.17

多摩建築指導事務所建築指導第三課が所管する区域の建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出等に係る台帳
（平成30年12月1日から12月31日までの受付分）（東京都情報公開条例第
7条に規定する非開示情報を除く。）

4 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第三課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

21 H31.1.4 H31.1.18
杉並区阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画に関して、杉並区から都に出され
た質問、要望等についての記録及び協議の記録。上記事案に対し都が杉
並区に行った回答についての記録。（２０１５年以降）

1
　杉並区阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画に関して、杉並区から実施機関に対し計画策定に係る情報提供はあった
ものの、本件請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

22 H31.1.7 H31.1.18

不動産特定共同事業許可（東京都知事第○号）○○株式会社（旧商号：
○○株式会社）に係る次の公文書。ただし、履歴事項全部証明書を除
く。
（１）平成30年６月28日受付の平成29年度事業報告書
（２）平成19年４月10日受付第１号の不動産特定共同事業許可申請書

127 1 1 1 1

（７条２号）氏名等は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
（７条３号）契約額、決算報告等に関する情報は、事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報で
あって、公にすることにより、法人の事業運営上の地位が損なわれるため。
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課

23 H31.1.11 H31.1.18
建築計画概要書（第○○建確○○号外５件分）
※印影を除く

42 1
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

24 H31.1.9 H31.1.18
都営住宅30M－104東(足立区弘道二丁目第３)工事
工事設計内訳書（総総括表、建築工事内訳書）、仮設諸経費計算書、一
位代価表

※ 1
都市整備局東
部住宅建設事
務所建設課

25 H31.1.16 H31.1.18

多摩建築指導事務所建築指導第一課が所管する区域の建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出等に係る
台帳における以下の条件のもの（開示請求日より前の届出のもの）（東
京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）
・工事の種類　建築物の解体工事
・工事着手予定日が平成３０年１２月１５日以降のもの

2 1
多摩建築指導
事務所建築指
導第一課

26 H31.1.8 H31.1.21

以下の平成8年5月31日告示の用途地域の変更に係る資料のうち、東京都
中央区月島一～四丁目に関するページ
（１）第126回東京都都市計画地方審議会（議案・資料）東京都市計画用
途地域計画図
（２）第126回東京都都市計画地方審議会（議案・資料）東京都市計画用
途地域総括図
（３）東京都市計画見直し箇所図
（４）東京都市計画見直し調書

13 1

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

27 H31.1.15 H31.1.21

次の公文書。ただし、履歴事項全部証明書を除く。
（１）東京都知事（○）第○○号  株式会社○○に係る平成26年８月６
日受付第751号の宅地建物取引業者免許申請書
（２）東京都知事（○）第○○号  株式会社○○に係る平成28年２月15
日受付第41786号の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
（３）東京都知事（○）第○○号  株式会社○○に係る平成29年２月８
日受付第32828号の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

50 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

28 H30.12.20 H31.1.21
泉岳寺駅地区基本計画等に関する調査委託検討報告書（平成29年３月）
のうち「４－６風の道の検証」

※ 1
都市整備局市
街地整備部再
開発課

29 H31.1.18 H31.1.21
東京都知事許可第○○号株式会社○○の以下の書類
・決算変更届出書一式（第５期・第６期）

52 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

30 H31.1.15 H31.1.21 建設業許可業者名簿（東京都知事許可　平成３０年１２月分） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

31 H31.1.10 H31.1.21

「都営下馬二丁目団地集会所工事その４」に関する工事設計概括書、総
括表、内訳書、諸経費計算書及び「都営住宅28CH-103西（多摩市永山三
丁目・多摩市施設）空調設備工事」に関する設計説明書、工事概要、設
計書表紙、工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、下位内訳書、諸経
費計算書

※ 1
都市整備局西
部住宅建設事
務所建設課

32 H31.1.14 H31.1.21

建設リサイクル法の届出に係る台帳
・着工日が平成30年12月15日以降のもので、届出日が平成31年1月16日ま
でのものに限る。
・小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市のもの。
・東京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。

2 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

33 H31.1.17 H31.1.21

多摩建築指導事務所建築指導第二課が所管する区域の建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出のうち解体工
事に係る台帳（平成30年12月13日から平成31年1月16日までの受付分）
（東京都情報公開条例第7条に規定する非開示情報を除く。）

3 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

34 H31.1.11 H31.1.22 多摩地域都市モノレール等基本計画調査（概要報告）（昭和56年10月） ※ 1
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

35 H31.1.11 H31.1.22
多摩地域都市モノレール等基本計画調査　報告書（要約）（昭和56年３
月）

※ 1 1 （７条２号）氏名及び役職は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

36 H31.1.10 H31.1.22
都営住宅27H-110･111東（墨田区文花一丁目）及び27CH-112東（墨田区文
花一丁目・墨田区施設）屋外電気設備工事の内訳に付随するもの

※ 1
都市整備局東
部住宅建設事
務所設備課

37 H31.1.10 H31.1.22
都営住宅26H-112・113東（足立区西保木間二丁目）屋外電気設備工事そ
の２の内訳に付随するもの

※ 1
都市整備局東
部住宅建設事
務所設備課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

38 H31.1.10 H31.1.23

平成30年度六町地区仮設住宅16号棟改修工事
共通仮設費の内訳（名称、工期、対象額、率、金額の記載）
現場管理費の内訳（名称、工期、対象額、率、金額の記載）
一般管理費の内訳（名称、工期、対象額、率、金額の記載）

4 1
都市整備局第
一市街地整備
事務所補償課

39 H31.1.21 H31.1.24
　東京都知事（○）第○○号　株式会社○○に係る平成30年10月４日受
付第41764号の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

5 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課

40 H31.1.21 H31.1.24

東京都知事（○）第○○号  株式会社○○に係る次の公文書。ただし、
履歴事項全部証明書を除く。
（１）平成28年11月22日受付第3475号の宅地建物取引業者免許申請書
（２）平成29年９月７日受付第41470号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（３）平成29年11月13日受付第42022号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書
（４）平成30年６月１日受付第40662号の宅地建物取引業者名簿登載事項
変更届出書

79 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課

41 H31.1.11 H31.1.25

・第１回築地まちづくり検討委員会議事録（未定稿）
・第２回築地まちづくり検討委員会議事録（未定稿）
・第１回築地まちづくり検討委員会配付資料のうち
資料２　築地再開発の検討の進め方
資料３　「まちづくり方針」の構成イメージ（案）
資料４　「まちづくり方針」将来像等
資料５　「まちづくり方針」都市基盤施設の方針（道路アクセス）
資料６　「まちづくり方針」都市基盤施設の方針（交通結節点）
資料７　「まちづくり方針」段階的な整備の方針
・第２回築地まちづくり検討委員会配付資料のうち
資料１　「まちづくり方針」都市基盤施設の方針（歩行者ネットワー
ク）
資料２　「まちづくり方針」土地利用の方針

1 1

（７条５号）都の機関の内部における検討又は協議に関する情報であって、公にすることで、未成熟な情報が確
定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、築地まちづくり検討委員会及び築地まちづ
くり庁内検討会における率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるほか、特定の者に不当に利益を与え
るおそれがあるため。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

42 H31.1.16 H31.1.25
外郭環状道路地上部街路（外環の２）の建設に関する都議会議員と担当
部局との懇談記録（2017年、2018年のもの）
武蔵野市関係

1 　対象公文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
都市整備局都
市基盤部街路
計画課

43 H31.1.16 H31.1.25
平成30年11月22日付30都市整企第248号
都市計画事業認可申請書

12 1
都市整備局市
街地整備部企
画課
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44 H31.1.18 H31.1.25

(1)新宿二丁目アパート　移転先住宅見学会のお知らせ　（2）王子本町
アパート　建替・移転説明会開催のお知らせ　（3）東糀谷六丁目アパー
ト　保証金の納入及び使用許可書・鍵の交付について（お知らせ）
（4）本羽田二丁目第２アパート　保証金の納入及び使用許可書・鍵の交
付について（お知らせ）　（5）西巣鴨二丁目アパート　西巣鴨二丁目ア
パートの移転について　（6）小豆沢二丁目アパート　使用許可日及び入
居関係書類の提出について　（7）桐ヶ丘アパート　移転説明会開催のお
知らせ　（8）上沼田第３アパート　保証金の納入及び鍵の交付について
（お知らせ）　（9）一ツ家二丁目アパート　移転先住宅（一ツ家二丁目
アパート）の使用許可日の変更について、使用許可日変更承諾書（一ツ
家二丁目建替事業）　（10）花畑アパート　団地敷地内のゴミの処分に
ついて（お願い）　（11）第２長後町アパート　第２長後町アパート
（第３期）移転説明会の開催のお知らせ　（12）宮城アパート　移転先
部屋割り抽選会のお知らせ　（13）第２寺島アパート　建替移転説明会
資料、移転日程表（予定）、居住者調査票、移転先住宅見学会のお知ら
せ、移転先住宅関係資料

※ 1
都市整備局東
部住宅建設事
務所折衝課

45 H31.1.21 H31.1.25
都営住宅26H-114東(葛飾区新宿四丁目)工事
工事設計内訳書（総総括表、建築工事内訳書）

※ 1
都市整備局東
部住宅建設事
務所建設課

46 H31.1.22 H31.1.28
　東京都知事（○）第○○号　株式会社○○に係る平成30年４月11日受
付第20089号の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書（ただし、略歴
書を除く。）

4 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。

都市整備局住
宅政策推進部
不動産業課

47 H31.1.25 H31.1.28
東京都知事許可第○○号株式会社○○の以下の書類
・決算変更届出書一式（第２８期）

36 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

48 H31.1.25 H31.1.28
東京都知事許可第○○号○○株式会社の以下の書類
・決算変更届出書一式（第５４期）

18 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

49 H31.1.25 H31.1.28
東京都知事許可第○○号株式会社○○の以下の書類
・決算変更届出書一式（第４７期）
・建設業許可申請書一式（平成２９年５月１日許可）

67 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課
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50 H31.1.15 H31.1.29 調査報告書（平成28年２月23日付本コ第20475号） ※ 1 1 1 1 1 1

（７条２号・４号）不動産鑑定士の直筆署名及び印影は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することがで
きるものに該当するため。また、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及
ぼすおそれがあるため
（７条３号）不動産鑑定会社が独自に収集した取引事例等の情報は、不動産鑑定会社が独自に収集・加工した情
報が含まれており、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損な
われるため
（７条３号・６号）マンション分譲単価、販売費（販売経費）、一般管理費、マンション分譲単価、分譲スケ
ジュール、高層棟建築工事費単価、高層棟建築工事費の支払金額割合、賃料、還元利回り、安定供給期間、複合
不動産の価格の査定値、投下資本収益率（上記を類推しうる情報を含む。）は、当該土地及び特定施設建築物の
評価・鑑定に係る情報であり、公にすることにより、今後、特定建築者が行う工事発注、分譲、賃貸等における
価格、条件等の設定に影響を与え、当事者間の自由な契約の妨げとなると認められるため。また、当事者間の自
由な契約が妨げられることにより、今後の工事や販売活動等の停滞を招き、ひいては、再開発事業の適正な遂行
を妨げ、都の契約当事者として立場を不当に害するおそれがあるため
（７条５号）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と協議中の内容は、当該事業
に関連する関係機関の事業運営に関する情報のうち、未確定な内容、又は推測に基づき設定した内容であり、公
にすることにより、今後の当該関係機関との検討又は協議の適正な遂行を妨げるおそれがあるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

51 H31.1.28 H31.1.29
東京都知事許可第○○号 ○○株式会社に係る以下の書類
・建設業廃業業者（東京都知事）台帳

1 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

52 H31.1.16 H31.1.29
旧耐震建築物（耐震改修）東京都耐震マーク交付申請書第14号様式（住
居表示 東京都荒川区○○○ 建築物名称 ○○○）

2 1 1 1

（７条２号）申請者（所有者）の氏名、住所及び電話番号並びに署名は、個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるため
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため

都市整備局市
街地建築部建
築企画課

53 H31.1.16 H31.1.30

築地まちづくり方針（素案）（2019年１月）に関する次の文書。

統合型リゾート（ＩＲ）関連事業者及びパチンコ業者並びに「国際観光
産業振興議員連盟」の議員と、都知事及び副知事並びに職員との面談・
面会記録、打合せ記録、議事録、電話メモ、電子メール並びに業者から
の要望書及び提案書

1 当該請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

54 H31.1.18 H31.1.30

平成○○年○○月○○日に国土交通省住宅局建築指導課よりのプレスリ
リース「（株）○○が行った区画貫通部の排水管工事における不適合施
工について」において、国土交通省及び関係特定行政庁より、同社に対
して原因究明及び再発防止策の提出を指示したことを受けて、同社より
提出された「原因究明及び再発防止策」及びそれに関連する資料。

1
　当該公文書は、特定行政庁である東京都から株式会社○○に対して、原因究明及び再発防止策の提出を指示し
た事実は無いため、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しない。

都市整備局市
街地建築部建
築企画課及び
建築指導課
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非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

56 H31.1.18 H31.1.31

平成元年５月２６日第９２回東京都都市計画地方審議会議事録（議第３
０３１号に関する部分に限る。）
平成６年２月２５日第１１５回東京都都市計画地方審議会議事録（議第
４５８８号に関する部分に限る。）

※ 1
都市整備局都
市づくり政策
部都市計画課

都市整備局西
部住宅建設事
務所管理課

H31.1.1855

(1)住宅見学会のお知らせ（日野平山アパート７，８号棟の２人、３人、
４人以上世帯居住者） (2)住宅見学会のお知らせ（日野平山アパート
７，８号棟の２人世帯居住者） (3)住宅見学会のお知らせ（日野平山ア
パート７，８号棟の１人世帯居住者） (4)部屋決め抽選会時のお願い等
について（下馬アパート４期移転対象世帯） (5)団地敷地内のゴミの処
分について（上石神井アパート８・13・16Ａ・17・18号棟から移転世
帯） (6)保証金納入通知と鍵渡しのお知らせ（八幡山アパートから２月
１日入居許可日で移転世帯　２～13、15号棟） (7)保証金納入通知と鍵
渡しのお知らせ（八幡山アパートから２月１日入居許可日で移転世帯
14、16～21号棟） (8)保証金納入通知と鍵渡しのお知らせ（八幡山ア
パートから２月１日入居許可日で移転世帯　22,27,30号棟） (9)保証金
納入通知と鍵渡しのお知らせ（八幡山アパートから２月１日入居許可日
で移転世帯　２～15,16,18号棟） (10)保証金納入通知と鍵渡しのお知ら
せ（八幡山アパートから２月１日入居許可日で移転世帯　17,27,30,19～
22号棟） (11)住宅見学会のお知らせ（日野平山アパート７，８号棟移転
対象世帯） (12)住宅見学会のお知らせ（日野平山アパート７，８号棟の
１人、２人世帯居住者） (13)住宅見学会のお知らせ（日野平山アパート
７，８号棟の１人、２人、３人世帯居住者） (14)部屋決め抽選会および
今後の予定等について（八王子中野町アパート移転対象世帯） (15)移転
先住宅の追加及び見学会のお知らせ（八王子中野町アパート移転対象世
帯） (16)引越しに際してのお願い（八幡山アパートから１月16日入居許
可日で移転世帯） (17)移転先住宅の使用許可日（予定）及び入居手続書
類の提出日時について（下馬アパート団地外移転世帯、４３号棟居住者
１階居住者） (18)移転先住宅の使用許可日（予定）及び入居手続書類の
提出日時について（下馬アパート２・３階居住者） (19)移転先住宅の使
用許可日（予定）及び入居手続書類の提出日時について（下馬アパート
４・５階居住者） (20)保証金納入通知と鍵渡しのお知らせ（八幡山ア
パートから２月16日入居許可日で移転世帯　１～14号棟） (21)保証金納
入通知と鍵渡しのお知らせ（八幡山アパートから２月16日入居許可日で
移転世帯　15～18,21号棟） (22)保証金納入通知と鍵渡しのお知らせ
（八幡山アパートから２月16日入居許可日で移転世帯　19,20,22,27,30
号棟） (23)住宅見学会の曜日の訂正のお知らせ（日野平山アパート７，
８号棟の２人、３人、４人以上世帯居住者）

167H31.1.30
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決定区分 （根拠規定）条例７条

57 H31.1.17 H31.1.31
・晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業保留床等処分運営委員会配
布資料
・保留床等処分運営委員会議事記録

※ 1 1 1 1

（７条５号）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と協議中の内容は、当該事業
に関連する関係機関の事業運営に関する情報のうち、未確定な内容、又は推測に基づき設定した内容であり、公
にすることにより、今後の当該関係機関との検討又は協議の適正な遂行を妨げるおそれがあるため
（７条３号・６号）投下資本収益率、マンション分譲単価、高層棟建築工事費、販売費（販売経費）、一般管理
費、運営収入、運営費用、還元利回り、複合不動産の価格の査定値、分譲スケジュール（上記を類推し得る情報
を含む。）は、当該土地及び特定施設建築物の評価・鑑定に係る情報であり、公にすることにより、今後、特定
建築者が行う工事発注、分譲、賃貸等における価格、条件等の設定に影響を与え、当事者間の自由な契約の妨げ
となると認められるため。また、当事者間の自由な契約が妨げられることにより、今後の工事や販売活動等の停
滞を招き、ひいては、再開発事業の適正な遂行を妨げ、都の契約当事者としての立場を不当に害するおそれがあ
るため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

58 H30.12.21 H31.1.31
平成〇○年〇○月〇○日付○○都市建企第〇○号「情報提供依頼に係る
公文書の情報提供について」（都市整備局/○○役員認可）

78 1 1 1

（７条２号）一般に公にされていない個人に関する個人に関する情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別
できるため
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を来たすおそれ
があるため

都市整備局市
街地建築部建
築企画課

59 H31.1.30 H31.1.31
東京都知事許可第○○号有限会社○○の以下の書類
・建設業許可申請書一式（平成２８年３月２６日許可）

16 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

60 H31.1.30 H31.1.31
建築計画概要書（○○都市建指建第○○号外５件）
※印影を除く

35 1
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

61 H31.1.18 H31.1.31 建築計画概要書（○都市建指建第○○号外７件分） 70 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

62 H31.1.18 H31.1.31
公文書情報提供サービス　到達番号：○○　受付部署：東京都都市整備
局市街地建築部建築指導課事務担当　の依頼の受付不受理を決裁した文
書一式（依頼者の情報を除く。）

1

　建築基準法第９３条の２の規定に基づき閲覧に供している公文書は、東京都情報公開条例第１８条第１項に該
当するため、当該依頼については、「公文書情報の提供に関する実施要綱」第４の４のウに基づき、形式的に不
受理とした。
　したがって、不受理に当たって起案・決裁はしていないため、本件請求に係る対象公文書は、実施機関におい
て作成しておらず、存在しない。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

63 H31.1.29 H31.1.31

多摩建築指導事務所建築指導第一課が所管する区域の建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出等に係る
台帳（平成３１年１月８日から平成３１年１月２８日までの受付分）
（東京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）

3 1
多摩建築指導
事務所建築指
導第一課
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 表の見方 

 ＜決定区分＞ 

  ・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。 

 ＜（根拠規定）条例7条＞ 

  ・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。 

 ＜公文書の件名＞ 

  ・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。 

  ・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。 

 ＜公文書の枚数＞ 

  ・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。 


